
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人大阪大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和5年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和5年度における改定内容

当法人の主要事業は教育・研究である。役員報酬水準を検討するに当たっては、国家公務員指定職俸給
表の俸給月額及び国家公務員の給与水準を参考とした。

当法人の役員報酬への業績反映は、基本給とは別に支給する賞与により行っている。当該賞与の額は、その
期ごとに決定することとしているが、その場合、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果
及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額を100分の20の
範囲内で、増額又は減額することができる仕組みとしている。

役員報酬は、基本給等の月額及び賞与で構成している。支給基準等は国立大学法人大
阪大学役員報酬規程に定めており、基本給等の月額は、基本給（1,178,000円）、地域手当
（基本給に100分の12を乗じて得た額）、要件を満たす場合に支給される通勤手当及び特
別赴任手当の合計額としている。賞与の額については、その期ごとに定めることとしている。

令和5年度においては、令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法
律 の改正等に準拠し、基本給の月額の引上げ改定（平均0.28％の引上げ）及び賞与支給
割合の引き上げ（年間0.1月分）を実施した。

役員報酬は、基本給等の月額及び賞与で構成している。支給基準等は国立大学法人大
阪大学役員報酬規程に定めており、基本給等の月額は、基本給（820,000円から898,000円
までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額）、地域手当（基本給に100分
の12を乗じて得た額）、要件を満たす場合に支給される通勤手当及び特別赴任手当の合
計額としている。賞与の額については、その期ごとに定めることとしている。

令和5年度においては、令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法
律」の改正等に準拠し、基本給の月額の引上げ改定（平均0.28％の引上げ）及び賞与支給
割合の引き上げ（年間0.1月分）を実施した。

役員報酬は、非常勤役員手当及び要件を満たす場合に支給する通勤手当で構成してい
る。支給基準等は国立大学法人大阪大学役員報酬規程に定めており、非常勤役員手当の
月額は、169,000円から557,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する
額としている。

令和5年度においては、令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法
律 の改正等に準拠し、基本給の月額の引上げ改定（平均0.28％の引上げ）を実施した。

役員報酬は、基本給等の月額及び賞与で構成している。支給基準等は国立大学法人大
阪大学役員報酬規程に定めており、基本給等の月額は、基本給（708,000円）、地域手当
（基本給に100分の12を乗じて得た額）、要件を満たす場合に支給する通勤手当及び特別
赴任手当の合計額としている。賞与の額については、その期ごとに定めることとしている。

令和5年度においては、令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法
律 の改正等に準拠し、基本給の月額の引上げ改定（平均0.28％の引上げ）及び賞与支給
割合の引き上げ（年間0.1月分）を実施した。

役員報酬は、非常勤役員手当及び要件を満たす場合に支給する通勤手当で構成してい
る。支給基準等は国立大学法人大阪大学役員報酬規程に定めており、非常勤役員手当の
月額は、146,000円から439,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する
額としている。

令和5年度においては、令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法
律 の改正等に準拠し、基本給の月額の引上げ改定（平均0.28％の引上げ）を実施した。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和5年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,942 14,136 6,156
1,692

8
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,678 10,776 4,805
1,284

840
24

（地域手当）
（理事特別手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,738 10,776 4,805
1,284

840
84

（地域手当）
（理事特別手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,982 10,776 4,926
1,284

48
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,439 10,776 4,812
1,284

618
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,869 10,776 4,812
1,284

48
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,192 10,776 4,926
1,284

258
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,900 10,776 4,812
1,284

79
（地域手当）

（特別赴任手当）

千円 千円 千円 千円

8,184 4,475 2,525
823
250
111

（地域手当）
（特別赴任手当）

(通勤手当)
R5.8.31 ◇

千円 千円 千円 千円

10,452 6,286 2,563
1,253

350
28

（地域手当）
（特別赴任手当）

(通勤手当)
R5.9.1 ◇

千円 千円 千円 千円

3,876 3,876 0 0

千円 千円 千円 千円

5,148 4,992 0 156 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,671 8,496 3,787
1,008

414
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,268 2,196 0 72 （通勤手当）

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

K理事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事

E理事

F理事

G理事

H理事

I理事

J理事
（非常勤）

A監事

B監事
（非常勤）

注1：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。

注2：「特別赴任手当」とは、当法人が遠隔地に居住する者を役員として任命した場合において、やむを得ず家族と別居せざる
を得ないときに支給されているものである。

注3：「理事特別手当」とは、当法人において理事の業務並びに統括理事の業務を併せて行う常勤役員に対して支給されてい
るものである。

注4：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注5：総額、各内訳について千円未満切り捨てとして表示しているため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

2



３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

当法人は、「地域に生き世界に伸びる」をモットーに、人類の理想を実現せんと努力す
る有為な人材を社会に輩出し、しなやかに実直に普遍の真理を見極め、世界最先端の
学術研究の成果を世界に還元し続けることが、大阪大学の「真の存在価値」であるとして、
これにさらなる磨きをかけ、社会の旗手として、広く世界に夢と変革をもたらす原動力とな
るという志を有している。

その志を実現するため、当法人は中長期的な経営ビジョンとして「OU マスタープラン
2027」を策定し、そのビジョンのもと、源流である懐徳堂と適塾の精神を継承しつつ、卓
越した知の探求を礎としながら、学問分野間で知の交差に挑むとともに社会の多様な担
い手と協働することで、「生きがいを育む社会を創造する大学」として本学を位置づけ、
教育改革や組織改革をはじめとした種々の大学改革を推進している。

そうした中で、大阪大学の総長は、常勤教職員数約4,400人の法人の代表として、その
業務を総理するとともに、校務を司り、所属教職員を統督して、経営責任者と教学責任
者の職務を同時に担っている。

総長の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬5,920万円
と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,323万円と比べてもそ
れ以下となっている。

当法人では、総長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月
額を踏まえて決定しているが、総長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同
等以上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとして
いる。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬水準との比較等を踏まえると、報酬水
準は妥当であると考えられる。

当法人は、「地域に生き世界に伸びる をモットーに、人類の理想を実現せんと努力す
る有為な人材を社会に輩出し、しなやかに実直に普遍の真理を見極め、世界最先端の
学術研究の成果を世界に還元し続けることが、大阪大学の「真の存在価値」であるとして、
これにさらなる磨きをかけ、社会の旗手として、広く世界に夢と変革をもたらす原動力とな
るという志を有している。

その志を実現するため、当法人は中長期的な経営ビジョンとして「OU マスタープラン
2027」を策定し、そのビジョンのもと、源流である懐徳堂と適塾の精神を継承しつつ、卓
越した知の探求を礎としながら、学問分野間で知の交差に挑むとともに社会の多様な担
い手と協働することで、「生きがいを育む社会を創造する大学」として本学を位置づけ、
教育改革や組織改革をはじめとした種々の大学改革を推進している。

そうした中で、大阪大学の理事は、役員会の構成員として当法人経営の決定に参画す
るほか、総長を補佐して当法人の業務を掌理し、又は総長から委任を受け、当法人とし
ての決定を行っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬5,920万円
と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,323万円と比べてもそ
れ以下となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬水準との比較等を踏まえると、報酬水
準は妥当であると考えられる。

当法人は、「地域に生き世界に伸びる をモットーに、人類の理想を実現せんと努力す
る有為な人材を社会に輩出し、しなやかに実直に普遍の真理を見極め、世界最先端の
学術研究の成果を世界に還元し続けることが、大阪大学の「真の存在価値」であるとして、
これにさらなる磨きをかけ、社会の旗手として、広く世界に夢と変革をもたらす原動力とな
るという志を有している。

その志を実現するため、当法人は中長期的な経営ビジョ として「OU マスタープラン
2027」を策定し、そのビジョンのもと、源流である懐徳堂と適塾の精神を継承しつつ、卓
越した知の探求を礎としながら、学問分野間で知の交差に挑むとともに社会の多様な担
い手と協働することで、「生きがいを育む社会を創造する大学」として本学を位置づけ、
教育改革や組織改革をはじめとした種々の大学改革を推進している。

そうした中で、大阪大学の理事は、役員会の構成員として当法人経営の決定に参画す
るほか、総長を補佐して当法人の業務を掌理し、又は総長から委任を受け、当法人とし
ての決定を行っている。

理事（非常勤）の非常勤役員手当は、理事の報酬月額を基礎として決定しており、こ
うした職務内容の特性や理事の報酬水準等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え
られる。
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監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

当法人の監事は、当法人の業務全般を監査し、その対象は①関係諸法令・業務方法
書その他の諸規程等の実施状況、②中期計画及び年度計画の実施状況、③組織及び
制度全般の運営状況、④予算の執行に関する事項、⑤資産の取得、管理及び処分に
関する事項、⑥財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項及び⑦その他監
査の目的を達成するために必要な事項としている。

監事の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬5,920万
円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,323万円と比べて
もそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬水準との比較等を踏まえると、報酬水
準は妥当であると考えられる。

当法人の監事は、当法人の業務全般を監査し、その対象は①関係諸法令・業務方法
書その他の諸規程等の実施状況、②中期計画及び年度計画の実施状況、③組織及び
制度全般の運営状況、④予算の執行に関する事項、⑤資産の取得、管理及び処分に
関する事項、⑥財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項及び⑦その他監
査の目的を達成するために必要な事項としている。

監事（非常勤）の非常勤役員手当は、監事の報酬月額を基礎として決定しており、こう
した職務内容の特性や監事の報酬水準等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら
れる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業等との比

較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和5年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし
千円 年 月

該当なし
千円 年 月

該当なし

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

監事

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

A理事

法人での在職期間

法人の長

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案率及び退職
手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

判断理由

法人の長 該当なし

A理事 該当なし

当法人の役員報酬への業績反映は、基本給と別に支給する賞与により行っている。当該賞与の額は、その
期ごとに決定することとしているが、その場合、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果
及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額を100分の20の
範囲内で、増額又は減額することができる仕組みとしている。

なお、上記の業績反映の仕組みについては、今後も継続する予定である。

該当なし
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容及び令和5年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人教職員の給与水準を検討するに当たっては、国家公務員の給与水準を参考にした。

なお、令和5年国家公務員給与等実態調査において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の

平均給与月額は404,015円となっており、全職員の平均給与月額は412,747円となっている。

また、人件費の予算配分においては大学と部局の責任と権限を定め、管理運営における総長の

リーダーシップを明確にするとともに、運営の効率化などに対応する財政の健全性を担保する方

策を策定し、それに基づき適正な人件費管理を行うものとしている。

教職員の給与は、国立大学法人大阪大学教職員給与規程の規定に基づき、基本給、賞与及び

諸手当（基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、特別赴任手当及びその他勤務実績に応じて支給する各種手当）として支給している。

賞与は、期末手当及び業績手当からなり、その額については、その期ごとに定めることとしている。

また、年俸制適用者の給与は、国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程の規定に基づき、

基本年俸、業績変動賞与及び諸手当（基本年俸の調整額、管理職手当、医師等調整手当及びそ

の他勤務実績に応じて支給する各種手当）として支給している。

年俸制適用者に支給される賞与は、教育・研究等の業績評価を考慮して決定される業績変動賞

与のみとし、その額については、その期ごとに定めることとしている。

令和5年度における主な改正内容は以下のとおりである。

・令和5年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律」の改正等に準拠した改正。

- 令和5年4月1日から初任給及び若年層の基本給の引き上げ(平均1.1％)を実施。

- 賞与の支給割合の引き上げ(年間0.10ヵ月)を実施。

- 医師等調整手当の支給月額の限度の引上げ（月300円）を実施。

・大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座（法医学教室）において法医解剖等業務に従事し

た場合に支給する法医解剖等従事手当を新設。

当法人における給与への業績反映には、個人の評価結果（教員については、教育業績、研究

業績、社会貢献等を判断して行うものとし、教員以外については、その者の勤務成績の評価によ

り行うものとする。）を反映させるため、以下の制度等を積極的に活用している。

・ 昇格

勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に

基づき、1級上位の級に昇格させることができる。

・ 昇給

勤務成績に応じて昇給させることができる給与制度を整備し、勤務成績が「極めて良好」である

場合、管理職層の10％、中間・初任層の5％にA区分（8号俸昇給）を適用し、勤務成績が「特に良

好」である場合、管理職層の30％、中間層の20％、初任層の15％にB区分（6号俸昇給）を適用し

ている。

・ 降格・降給

勤務成績が不良な教職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級に降格し、

又は1号俸以上下位の号俸に降給させることができる。

・ 賞与（業績手当等）

成績率に8つ（年俸制教員においては９つ）のランクを設け業績を反映させている。なお、業績

により変動する年俸制における業績変動賞与については、適用する職種等ごとにランクの設定を

異にしている。
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２ 職員給与の支給状況
① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,788 47.5 8,151 5,854 126 2,297
人 歳 千円 千円 千円 千円

882 44.4 6,691 4,885 154 1,806
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,333 50.9 9,879 7,013 111 2,866
人 歳 千円 千円 千円 千円

419 45.1 6,376 4,644 114 1,732
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 52.5 6,112 4,460 50 1,652
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 58.8 11,267 8,007 277 3,260
人 歳 千円 千円 千円 千円

148 42.1 6,285 4,598 121 1,687

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

606 37.2 5,304 4,211 122 1093
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 50.7 5,482 4,102 136 1,380
人 歳 千円 千円 千円 千円

312 30.1 5,376 4,059 129 1,317
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 37.4 5,556 4,170 143 1,386
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 64.5 9,334 8,049 144 1,285
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 52.2 4,609 3,419 47 1,190

医療職種
（特例医療技術職員）

非常勤職員

医療職種
（病院医師）

事務・技術職種
（特例職員）

区分

教育職種
（歯科技工士養成学校教員）

教育職種
（外国人教師等）

うち賞与うち所定内

医療職種
（病院看護師）

平均年齢

令和5年度の年間給与額（平均）

常勤職員

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種
（特例教員）

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注3：在外職員、任期付職員及び再任用職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

総額
人員

技能・労務職種

教育職種
（特例教員）

教育職種
（定年延長）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（特例看護職員）

注2：常勤職員の歯科技工士養成学校教員については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

注4：常勤職員の医療職種（病院医師）、非常勤職員の事務・技術、非常勤職員の教育職種（大学教員）及び非常勤
職員の医療職種（病院看護師）については、該当する職種がないため省略した。
注5：非常勤職員の事務・技術職種（特例職員）とは、常勤職員の事務・技術と同種の業務であり、本学では常勤職員
として取り扱っている。
注6：非常勤職員の医療職種（特例看護職員）とは、常勤職員の医療職種（病院看護師）と同種の業務であり、本学で
は常勤職員として取り扱っている。

注7：非常勤職員の医療職種（特例医療技術職員）とは、常勤職員の医療職種（病院医療技術職員）と同種の業務で
あり、本学では常勤職員として取り扱っている。

注8：非常勤職員の教育職種（定年延長）とは、常勤職員の教育職種（大学教員）と同種の業務であり、本学では常勤
職員として取り扱っている。

注9：非常勤職員の教育職種（特例教員）とは、常勤職員の教育職種（大学教員）と同種の業務であり、本学では常勤
職員として取り扱っている。該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以
外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。
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〔年俸制適用者（常勤職員）〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

555 42.2 8,359 6,131 64 2,228
人 歳 千円 千円 千円 千円

184 43.8 8,492 6,359 0 2,133
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

371 41.4 8,293 6,018 96 2,275

〔年俸制適用者（再任用職員）〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 62.5 3,639 3,639 141 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 62.6 3,460 3,460 139 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.8 3,495 3,495 62 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 62.4 3,965 3,965 172 0

〔年俸制適用者（非常勤職員）〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,153 45.5 5,747 5,747 112 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

371 48.9 4,037 4,037 117 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

718 44.9 6,784 6,784 106 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

64 33 4,022 4,022 154 0

教育職種
（特任教員等）

平均年齢 うち所定内

医療職種
（特任医療技術職員）

区分 人員

令和5年度の年間給与額（平均）

総額
うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員・年俸表（一））

教育職種
（大学教員・年俸表（二））

教育職種
（大学教員・新年俸表（一））

再任用職員

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術職種
（特任職員）

注6：常勤職員の教育職種（大学教員・年俸表（一））、教育職種（大学教員・年俸表（二））及び教育職種（大学教員・
新年俸表（一））とは、常勤職員の教育職種（大学教員）と同種の業務であるが、給与形態が異なる職種である。
注7：非常勤職員の事務・技術職種（特任職員）とは、常勤職員の事務・技術と同種の業務であるが、給与形態が異な
る職種である。

注8：非常勤職員の教育職種（特任教員等）とは、常勤職員の教育職種（大学教員）と同種の業務であるが、給与形
態が異なる職種である。

注9：非常勤職員の医療職種（特任医療技術職員）とは、常勤職員の医療職種（病院医療技術職員）と同種の業務で
あるが、給与形態が異なる職種である。

注10：年俸制適用者（非常勤職員）については、本学では常勤職員として取り扱っている。

注4：非常勤職員の事務・技術、教育職種（大学教員）、教育職種（定年延長）、医療職種（病院医師）及び医療職種
(病院看護師）については、該当する職種がないため省略した。

注3：常勤職員の教育職種（大学教員・年俸表（二））については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特
定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

注1：在外職員及び任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注2：常勤職員の事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）について
は、該当する職種がないため省略した。

注5：非常勤職員の教育職種（大学教員・新年俸表（一）・定年延長）については、該当する職種がないため省略し
た
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在
外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

(人)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円

0

50

100

150

200

250

300

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

9



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円

10



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

15 56.8 10,665

70 54.1 9,095

94 50.9 7,545

337 46.0 6,854

200 43.1 5,900

係員 166 33.5 4,635

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

597 55.3 11,270

409 48.7 9,266

99 47.4 8,622

221 44.3 7,238

6 57.3 7,213

- - -

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

2 - -

5 53.7 8,411

47 52.8 7,310

77 47.6 6,798

288 42.9 5,888

千円

部長 11,997～9,446

課長 10,466～6,749

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

主任 7,099～4,637

6,080～3,391

注：「分布状況を示すグループ」欄の各職位の相当職については、「部長」には「監査室長」及び「次長」
を含み、「課長」には「室長」、「事務長」及び「技術主監」を含み、「課長補佐」には「室長補佐」、「事務長
補佐」、「専門員」及び「主任専門職員」を含み、「係長」には「専門職員」を含む。また、「係員」とは「事務
職員」、「技術職員」及び「図書職員」を示す。

課長補佐 8,226～6,117

係長 8,065～4,820

教授 16,258～9,037

准教授 10,734～6,660

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

助手  7,514～7,081

教務職員 -

講師  9,920～7,173

助教  8,341～6,140

千円

看護部長 -

副看護部長 8,752～7,570

注：教務職員については、該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、人数以外は記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

看護師 7,422～4,344

注：看護部長については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、人数以外は記載していない。

看護師長 7,847～5,752

副看護師長 7,555～5,795
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.7 51.7 51.7
％ ％ ％

48.3 48.3 48.3
％ ％ ％

64.6～42.6 65.4～42.6 65.0～42.7
％ ％ ％

54.5 54.3 54.4
％ ％ ％

45.5 45.7 45.6
％ ％ ％

50.0～32.9 50.0～31.9 50.0～34.3

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.0 51.0 51.0
％ ％ ％

49.0 49.0 49.0
％ ％ ％

58.3～36.8 58.0～35.3 58.2～39.7
％ ％ ％

53.7 53.6 53.7
％ ％ ％

46.3 46.4 46.3
％ ％ ％

63.2～36.8 62.8～35.9 63.0～36.4

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

- - -
％ ％ ％

- - -
％ ％ ％

- - -
％ ％ ％

53.7 53.5 53.6
％ ％ ％

46.3 46.5 46.4
％ ％ ％

52.4～36.8 52.3～35.9 52.3～40.4

賞与（令和5年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

注：医療職員（病院看護師）の管理職員については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特
定されるおそれのあることから記載していない。
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○医療職員（病院看護師）

○教育職員（大学教員）
教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 102.0

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 41.09％
（国からの財政支出額 76,732百万円、支出予算の総額 186,718百万円：令和5年度予
算）
※国からの財政支出額とは、年度計画の予算の収入における国の財源措置額（運営費交
付金、補助金等の名称の如何を問わず、国から交付される資金）の合計を指す。

（法人の検証結果）
本学の事務・技術職員と国家公務員（行政職（一）適用者）間での人員構成及び平均年

齢等の違いがあるため単純に比較できないが、給与水準は社会情勢に適合し、適正なも
のであると考えている。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘
案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が
高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考
える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

講ずる措置
今後も引き続き社会情勢に適合した給与水準の維持に努めたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 93.1
・年齢・地域勘案 97.3
・年齢・学歴勘案 91.5
・年齢・地域・学歴勘案 96.7
（参考）対他法人 107.8

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

地域手当が12％であること、新規採用者のうち大卒者が多いこと、役職者の占める割合
が大きいこと、1級（准看護師）の構成割合が国と比較して低いこと等が影響していると考え
られる。

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 41.09％
（国からの財政支出額 76,732百万円、支出予算の総額 186,718百万円：令和5年度予
算）
※国からの財政支出額とは、年度計画の予算の収入における国の財源措置額（運営費交
付金、補助金等の名称の如何を問わず、国から交付される資金）の合計を指す。

（法人の検証結果）
本学の看護師と国家公務員（医療職（三）適用者）間での人員構成及び平均年齢等の違

いがあるため単純に比較できないが、給与水準は社会情勢に適合し、適正なものであると
考えている。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘
案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が
高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、対国家公務員指数が全て100を上回っていることについての理由の説明及び給与
水準の妥当性の検証結果から、国と職員構成が異なること等を考慮すると、適切な対応が
執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

講ずる措置
今後も引き続き社会情勢に適合した給与水準の維持に努めたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 107.5
・年齢・地域勘案 106.5
・年齢・学歴勘案 107.9
・年齢・地域・学歴勘案 105.7
（参考）対他法人 105.0

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、 令和5年度の教育職員 （大学
教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当法人における給与への業績反映は、個人の評価結果（教員については、教育業績、研究業績、社会貢献等を判
断して行うものとし、教員以外については、その者の勤務成績の評価により行うものとする。）を反映させているため、
Ⅱ－１－②「職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給の仕組み及
び導入実績を含む。）」に掲げる制度等を積極的に活用している。

※ モデル給与例の月額及び年間給与は、基本給及び地域手当（12％）を基礎として算出している。
※ 事務・技術職員の22歳及び教育職種の27歳について、地域手当は考慮していない。
※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（子１人につき10,000円、その他の扶養親族１人につき6,500円）を

支給する（令和5年度）。

【事務・技術職員】
（扶養親族がいない場合）

○ 22歳（大卒初任給）
月額 196,200円 年間給与 3,221,604円

○ 35歳（主任）
月額 312,144円 年間給与 5,194,385円

○ 50歳（課長補佐）
月額 430,080円 年間給与 7,252,007円

【教育職種】
（扶養親族がいない場合）
○ 27歳（博士課程修了初任給）

月額 312,300円 年間給与 5,196,983円
○ 35歳（講師）

月額 428,176円 年間給与 7,219,899円
○ 50歳（教授）

月額 579,152円 年間給与 9,893,649円
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ その他

区 分

給与、報酬等支給総額
34,350,565 34,778,787

非常勤役職員等給与
25,791,673 26,225,578

退職手当支給額
2,337,059 3,156,575

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
71,159,145 72,997,309

福利厚生費
8,679,847 8,836,367

令和5年度の給与、報酬等支給総額は、前年度比、428,222千円（1.2％）の増となった。
退職手当支給額は、前年度比、819,516 千円（35.1％）の増となった。要因としては、定年退職により退職手当を支

給した人員を含め退職者が増加したことによるものである。
非常勤役職員等給与は、外部資金により雇用される非常勤教職員の増加等により、前年度比、433,905千円

（1.7％）の増となった。
福利厚生費は、給与、報酬等支給総額の増加等により、前年度比、156,520 千円（1.8 ％）の増となった。
最広義人件費は、給与、報酬等支給総額、退職手当支給額、非常勤役職員等給与及び福利厚生費が増加したこ

とにより、前年度比、1,838,164千円（2.6 ％）の増となった。
また、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、平成30年1月から役

職員の退職手当の「調整率」を「100分の87」から「100分の83.7」へと引き下げている。

・ Ⅱ-3 給与水準の妥当性の検証等について
この比較指標については、地域手当が含まれた年額にて算出している。
当該手当の区分は、20％支給地域、16％支給地域、15％支給地域、12％支給地域、10％支給地域、6％支給地域、

3％支給地域、となっており、本学は12％支給地域（吹田市、箕面市、豊中市）、10％支給地域（枚方市、茨木市）及
び16％支給地域（大阪市）に該当しているが、大学の管理運営の必要性から統一的に12％支給地域として取り扱っ
ている。
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